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Ⅰ 総則 
 

１ 本要求水準書の位置づけ 
「町営久江住宅及び芹川住宅建替、並びに町営住宅維持管理・運営等事業 要求水準書（案）

－維持管理・運営業務編－」（以下「要求水準書」という。）は、中能登町（以下「町」という。）

が実施する「町営久江住宅及び芹川住宅建替、並びに町営住宅維持管理・運営等事業」のうち町

営住宅の維持管理・運営業務（以下「本業務」という。）について、「地方自治法第 244 条の 2 第
3 項〜第 11 項」に基づき本業務を実施する民間事業者（以下「事業者」という。）に対して町が

要求する性能の水準を示すものである。 
 

２ 要求水準書の変更 
町は、本業務の事業期間中に、法令等の変更、災害の発生、その他特別の理由による業務内容

の変更の必要性により、要求水準書の見直し及び変更を行うことがある。要求水準書の変更に伴

い、事業者が行う業務内容に変更が生じるときは、事業契約書の規定に従い所定の手続きを行う

ものとする。 
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Ⅱ 共通事項 
 
本要求水準は、町営住宅について、事業者が行う業務の内容、履行方法及びその水準に関し必

要な事項を定めるものとする。 
町営住宅の維持管理・運営業務の実施にあたっては、中能登町営住宅条例（平成 17 年 3 月 1

日条例第 143 号）及び同施行規則（同規則第 94 号）並びに関係法令、その他行政機関が定めた

計画、指針、要綱、要領、通知等を遵守し、善良な管理者の注意をもって、誠実かつ公正に履行

しなければならない。 
本要求水準に記載している内容は、最低限の管理運営水準を定めたものであり、この水準を満

たす場合には、これ以上の提案を妨げるものではない。 
 

1 業務を実施する町営住宅 

事業者は、中能登町営住宅条例第 3 条の規定により設置された別添「資料 1 中能登町営住宅

一覧」に示す中能登町営住宅及び共同施設（敷地内に存在する付属物及び建設予定地を含む。以

下「町営住宅」という。）を業務の対象とする。 
 

2 維持管理・運営業務の実施体制 

（1）維持管理・運営業務を行う主たる事務所 
ア 事業者は、本業務の実施場所であり、かつ入居者等への対応窓口となる事務所（以下「事業

者事務所」という。）を、事業者の負担（人件費、賃借料、維持管理費、事務費、備品購入費、

光熱水費など事業者事務所を設置、維持運営していくための費用を全て含む。）により、本町内

に設置する。 
イ 事業者事務所は、入居者の利便性及び非常事態発生時の現場急行等を考慮した場所に設置す

る。 
ウ 事業者事務所は、町との書類の受け渡し、連絡調整の円滑化、迅速化などを考慮した場所に

設置する。 
エ町から引き継ぐ書類、図面等及び本業務期間内に取得する書類、図面等を保管するスペース

を、事業者事務所内などの適切な場所に確保する。 
 

（2）業務時間及び業務体制 
ア 事業者事務所の窓口開設時間は、原則、12 月 29 日から翌年 1 月 3 日までを除く午前 8 時 30
分から午後 5 時 30 分までとする。なお、事業者の負担において、これ以上の窓口開設時間を

設けることは可能とする。 
イ 事業者は、窓口開設時間中、入居者の電話、来訪などに対して迅速かつ的確な対応が図れる

ようにするとともに、急な現地調査や緊急対応（修繕、漏水、災害）等の実施にも迅速かつ的
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確に対応できる人員配置を図る。 
ウ 事業者は、窓口開設時間外において、常時、入居者等からの連絡先として、コールセンター

を設置するなどして、電話連絡の受付ができる体制を確保し、緊急事態（緊急的に修繕を実施

する必要がある場合や現場確認が必要な場合等）にも迅速かつ的確に対応できる体制とする。 
エ 大規模災害時に備え、災害発生後原則 2 日以内に全ての町営住宅を現地調査し、被災状況の

報告等を可能とする体制を構築する。 
オ 一級建築士等有資格者による、各種施設、設備等の修繕の設計、監理及び検査並びに保守管

理業務の検査確認等を実施できる体制とする。 
カ その他、募集要項及び本要求水準に記載された業務を迅速かつ的確に対応できる体制とする。 

（3）非常事態発生時の対応について 
ア 事業者は、台風、火災、事故、緊急修繕、犯罪その他災害や事件等の発生に備えて、事前に

危機管理マニュアル等を整備し、町に報告する。 
イ 事業者は、非常事態発生時の責任者を明確にした対応体制を事前に整備するとともに、迅速

かつ確実に対応可能とする緊急連絡網を整備し、町に報告する。緊急連絡網は毎年及び事業者

職員の変更の都度、町に報告する。 
ウ 事業者は、非常事態の発生防止のため、巡回業務時などに危険箇所の点検、入居者への周知

及び危険物の除去などを実施する。 
エ 事業者は、台風等の暴風雨が予報される場合には、危険箇所の点検及び必要に応じて入居者

への事前周知等を行う。 
オ 事業者は、入居者等から非常事態発生の通報があった場合又は自ら発見した場合は、入居者

等の安全確保を最優先するとともに、迅速かつ適確な現場対応を行う。なお、窓口開設時間外

の場合でも、同様の対応が取れる体制を構築する。 
①事業者は、入居者等から通報があった場合、状況を聞き取り、必要に応じて現地確認を行い、

状況の把握を行う。 
②事業者は、入居者の安全確保を図るとともに、危険箇所への立ち入りの禁止措置や二次災害

の防止措置などを行う。 
③事業者は、警察や消防等の関連部署へ通報を行い、連携を図る。また、速やかに町に報告を

行う。 
④事業者は、緊急に修繕を必要と判断する場合、直ちに応急処置及び修繕を実施し、被害を最

小限にするよう努める。 
カ 事業者は、各町営住宅の自治会などに対して、非常事態発生時の連絡体制構築の協力を求め、

必要な体制を整備する。 
キ 事業者は、警察、消防等の関係部署から要請がある場合には、現場検証等に立ち会う。 
 

3 定期的な報告書等について 

（1）年間事業計画書 
事業者は、毎年 10 月末に町と協議して、翌年度の「年間事業計画書」を作成し、町長に提出
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する。なお、事業計画には、当該年度に実施したモニタリングの自己評価を反映させる。 
 

（2）週報告書 
事業者は、毎週火曜日までに、前週分の業務の実施状況（入居者等からの相談、要望、苦情の

状況及びそれに対する処理状況等）について、「週報告」を作成し、提出する。 
 

（3）月間実績報告書及び修繕実績報告書 
事業者は、毎月 10 日までに、前月分の業務の実施状況（届出件数、苦情トラブルの状況、巡

回状況、施設保守状況、明渡し状況、家賃収納状況、緊急出動状況、被害状況、修繕実施状況等）

について、「実績報告書」及び「修繕実績報告書」を作成し提出する。 
 

（4）事業報告書 
事業者は、毎年 1 回、地方自治法第 244 条の 2 第 7 項に規定する「事業報告書」を、毎年度

終了後 30 日以内に町長に提出する。 
 

（5）入居者満足度及び入居者ニーズに関する調査報告書 
事業者は、入居者満足度及び入居者のニーズを把握することを目的に調査を行い、調査結果、

分析結果及び改善策等について報告書を作成し、提出する。 
なお、実施時期、実施方法及び実施内容等については町と協議するものとする。 
 

4 業務の実施にあたっての留意事項 

（1）事業者として指定された後、業務開始の前日までに、本業務を円滑に実施するために、次の

事項を実施すること。なお、これに要する職員の派遣及び研修に係る経費をはじめ全ての経費

は、事業者の負担により実施する。 
ア 協定書について町と協議 
イ 事務所、車両、備品等維持管理・運営業務に必要な施設の準備 
ウ 配置する職員の確保及び業務内容、個人情報等の研修実施 
エ 本業務に関する規定、提出資料及び様式等の作成 
オ 本業務開始日当日から実施される修繕業務及び保守管理業務等の契約準備 
カ 前任の管理者等からの業務引継ぎ 
キ パンフレット及び掲示物の作成 
ク その他、本業務の円滑な開始に必要な準備 
 

（2）公の施設であることを念頭に、公平かつ適確な本業務を行う。 
 

（3）日頃から町営住宅の施設保守管理を行うとともに、入居者ルールの周知徹底を図り、良好な
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住環境の維持に努める。 
 

（4）入居者とは、良好な連携協力関係の構築に努め、入居者が互いに支え合い、誰もが安心して

暮らせる住環境の維持に努める。 
 

（5）入居者の安全に関係する重大な事故等が発生、又は発生のおそれがある場合、町は緊急の点

検、調査、報告を行うよう指示をすることがあるので、指示に従って、適切に実施する。 
 

（6）事業者は、町が入居者管理台帳等の維持管理・運営業務に必要な情報の提供を行うので、当

該情報を使用して業務を行う。 
 

（7）町からの維持管理・運営業務に関する問合せに対し、速やかに回答を行う。また、予算要求

及び議会対応に関する資料並びに会計検査・監査対応に関する資料等の提供を行う。 
 

（8）事業者は、町営住宅に関する、国、県及び関連部署等からの調査、照会等について、町の指

示に従い、調査票や添付資料などの作成を行う。 
 

（9）維持管理・運営業務を行うにあたって作成又は取得した文書等は、適正に管理・保管し、指

定期間終了後、次期事業者に速やかに引き継げるようにしておく。 
 

（10）町は、事業者の業務について、随時、立ち入り検査を実施し、又は必要な説明を求めること

がある。検査の結果、必要があると認められる場合、町は業務内容について改善を求め、事業

者はこの指示に従わなければならない。指示に従わない場合は、町は指定の取消しを行うこと

がある。 
 

5 協議 

事業者は、本要求水準に規定するもののほか、維持管理・運営業務の内容及び処理について疑

義が生じた場合は、町と協議を行う。 
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Ⅲ 一般管理業務 
 

1 町営住宅の巡回に関する業務 

（1）事業者は、町営住宅を定期的に巡回し、建物の点検を実施した上で、不具合箇所や危険箇所

*がある場合、必要に応じて町と協議を行った上で修繕等の対応を実施する。 
 

（2）事業者は、巡回時等に不正駐車、不法投棄などを発見した場合は、自治会などと協力し、張

り紙や所有者に対する注意を行うなど適切な対応を行い、必要に応じて町に報告を行う。 
 

（3）事業者は、町営住宅敷地内の遊具等を定期的に点検する。 
 

（4）事業者は、入居者が立ち入ることが出来ない又は立ち入ることが危険である共用部について、

定期的に破損状況や排水溝のつまりなどの点検を実施し、問題が発見された場合には、修繕や

清掃など適切に対応する。 
*自殺防止の観点も含む。 
 

2 各種申請等の受付に関する業務 

（1）事業者は、次に掲げる各種申請等に関する入居者等からの相談を受けること。また、必要に

応じて、助言や指導等をするとともに、書類の受付を行う。 
ア 町営住宅入居者世帯員異動届 
イ 町営住宅長期不在届 
ウ 町営住宅同居承認申請書 
エ 町営住宅入居承継承認申請書 
オ 町営住宅入居者連帯保証人変更承認申請書 
カ 町営住宅入居者連帯保証人住所等変更届 
キ 収入認定更正・再認定申請書 
ク 町営住宅家賃減免申請書 
ケ 町営住宅模様替等承認申請書 
 

（2）事業者は、受付した書類を、町が指定した日（原則週 2 回）に、町に来庁し、手渡しで提出

を行う。その際、送付者一覧表などを作成し、受渡し書類を明確にする。 
 

（3）事業者は、町営住宅模様替等承認申請書が提出された場合、必要に応じて、対象町営住宅の

現場確認を行い、現場の写真や状況、事業者の意見を付して町へ提出する。 
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（4）駐車場に関する受付については、「8 町営住宅駐車場に関する業務」を参照。 
 

3 収入申告に関する業務 

（1）発送書類の準備 
事業者は、町営住宅収入申告書（兼入居者世帯員異動届）に同封する次の関連書類を、事前に

町の承認を受けた上で作成する。 
ア 収入申告書（収入申告書等の書類は、町が作成し、事業者が各戸に直接配付） 
イ 月別収入証明書（年金支払通知書等の新しい収入証明書、収入減少後、３か月以上の給

与証明書等） 
ウ 雇用条件証明書 
エ 収支明細書（確定申告書の控え、所得証明、収支明細書など） 
オ その他制度などを周知するチラシ（1～2 枚程度） 
カ 返信用封筒（返信先は事業者宛、事業者負担の料金後納郵便とする） 
 

（2）収入申告書等の配布 
事業者は、毎年 6 月上旬に、町が提供する町営住宅収入申告書（兼入居者世帯員異動届）及び

事業者が作成した関連書類並びに返信用封筒を封入封緘し、町営住宅入居者全世帯に配布する。

なお、配布方法は郵送とし、郵送料は事業者の負担とする。 
 

（3）収入申告書の受付 
事業者は、入居者から提出された収入申告書の受付を行う。 
 

（4）未提出者に対する指導 
事業者は、提出期限（原則 7 月末日）までに収入申告書の提出がない入居者に対して、提出を

指導し、未提出を防ぐ。 
 

（5）収入申告書等の提出 
事業者は、受付した書類を、町が指定した日（原則、8 月中旬、8 月末日、9 月末日、10 月末

日、その後は「2 各種申請等の受付に関する業務」の提出にあわせて随時）に町に来庁し、手渡

しで提出を行う。その際、送付者一覧表などを作成し、受渡し書類を明確にする。 
 

4 明渡しに関する業務 

（1）町営住宅明渡届の受付業務 
事業者は、入居者等からの退去に関する相談を受ける。また、必要に応じて、助言や指導等を

するとともに町営住宅明渡届などの書類の受付を行う。受付後は速やかに町へ提出する。 
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（2）明渡検査に関する業務 
ア 事業者は、町営住宅明渡届受理後、明渡予定者立会いの下、明渡日以前に明渡事前検査を実

施する。その際、部屋の破損状況、残物の状況、明渡予定者が原状回復すべき模様替え（エア

コン、手摺、アンペア変更等）、工作物等（照明器具、湯沸かし器等）を確認し、「資料 2 修

繕負担区分一覧」に基づき、明渡予定者の負担において修繕、原状回復及び撤去すべき事項に

ついて指示する。また、畳の表替え、襖の張替を指示する。 
イ 事業者は、明渡完了検査の日程について明渡予定者と調整を行い、明渡事前検査時に指示し

た事項が履行されているかどうか確認を行う。なお、履行されていない場合には、明渡完了と

せず、再検査とする。 
ウ 事業者は、電気、水道等休廃止手続が完了していることを確認した上で鍵の返還を受ける。 
エ 事業者は、明渡完了検査が終了した場合、速やかに町へ報告を行う。 
オ 事業者は、町の指示に従い、強制執行による明渡しの立会い及び事務補助等を行う。 
 

5 空家住戸の適正管理に関する業務 

（1）空家住戸の把握業務 
ア 事業者は、空家住戸を管理するための空家台帳を作成する。空家台帳の項目については、町

と協議を行う。 
イ 事業者は、老朽化住宅ではない町営住宅の明渡しがあった場合、明渡完了検査時又はその後、

部屋の間取り、部屋のタイプ、各設備類の有り無し及びタイプなどを調査し、空家台帳に登録

を行う。なお、間取り図は必ず作成する。 
ウ 事業者は、空家台帳に登録された住戸（以下「登録空家住戸」という。）について、当該住戸

の「資料 2 修繕負担区分一覧」に基づく空家修繕にかかる概算見積金額を、直近の入居者募

集業務実施時までに作成する。 
 

（2）空家住戸適正管理業務 
ア 事業者は、空家住戸に関して、立ち入りを禁ずる張り紙を出入り口の扉等に掲示する。 
イ 事業者は、登録空家住戸に関して住戸内を適正な環境に維持するための管理を行う。 
ウ 事業者は、登録空家住戸のベランダや玄関周り等の専用部分について、鳥の巣や糞害、いた

ずらによる破損等が発生しないよう、適正な管理を行う。 
エ 老朽戸建て住戸については、募集住戸とせず、必要に応じて除却することとなるが、建物除

却までの管理はもとより、除却後の空地についても適正な管理を行う。 
オ 事業者の責めに帰すことが出来ない真にやむを得ない事情がある場合を除き、空家住戸適

正管理業務の瑕疵により発生する修繕については、事業者の負担で実施する。 
 

（3）入居者募集時の登録空家住戸の提案業務 
ア 事業者は、登録空家住戸の状況について、住宅の場所、部屋タイプ、修繕費などを整理し、

町へ直近の入居者募集で提供する住戸の提案を行う。 
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イ 町は、事業者の提案に基づき募集住戸の決定を行う。事業者は、町の指示に従い、空家修繕

及び募集のしおり作成業務の準備を行う。 
 

6 入居者募集に関する業務 

募集計画及び入居者決定は町で行う。事業者は、町の補助業務として、書類の作成や配布、入

居時における説明会や入居関連書類の受付などの業務を行う。 
（1）募集のしおりの作成 

ア 事業者は、町から指示を受けた募集住戸を基に、町の指示のもと、町営住宅募集のしおり、

町営住宅入居申込書及び申込用封筒（以下「募集のしおり等」という。）を作成する。 
イ 事業者は、町から指示があった配布場所及び部数を基に、町から指示のあったに日時に募集

のしおり等を直接配布場所に納品する。 
ウ 事業者は、事業者事務所においても募集のしおり等を配布する。 
 

（2）入居説明会の開催 
ア 事業者は、開催スケジュールや開催事前準備について、町から指示を受ける。なお、入居す

る住宅によって、説明内容が異なるので、説明場所及び説明資料についてもそれぞれ用意する。 
イ 事業者は、入居の手続きに関すること、入居後の心得、維持管理に関する注意事項、修繕負

担区分などを記載した「入居のしおり」を作成し、町の承認を得る。 
ウ 事業者は、入居日 1 か月程度前に会場を確保し、入居説明会を実施する。その際、入居予定

者全員に対して、入居のしおりを基に、入居後の生活ルール等について十分な説明を行う。 
エ 事業者は、必要に応じて、部屋番号、駐車場、入居日等の抽選を実施する。 
オ 町営住宅の団地内通路などに引越し車両が進入することにより、事故を招く危険があるため、

事業者は、既存入居者への周知や車両通行への指導を実施する。 
 

（3）入居手続きについて 
ア 事業者は、会場を確保し、入居決定者に対して入居手続の受付事務を行う。 
イ 事業者は、入居決定者が必要書類を全て提出し、町指定の金融機関に敷金を払い込んだこと

を領収書により確認した場合、希望者に対して下見のための鍵の貸出を行う。ただし、鍵は貸

出当日に返却させるものとする。 
ウ 事業者は、会場を確保し、入居決定者に対して、入居許可日前日に入居許可書及び鍵を交付

する。なお、鍵については全て入居者に引渡し、町ではスペアキー、マスタキーの保管を行わ

ない（共用部分の鍵は除く）。 
エ 事業者は、入居者から入居完了届が提出された場合、「2 各種申請等の受付に関する業務」の

提出にあわせて、町に来庁し、手渡しで提出を行う。その際、送付者一覧表などを作成し、受

渡し書類を明確にする。 
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7 入居者等への指導、相談等に関する業務 

（1）入居者等への指導に関する業務 
ア 事業者は、町営住宅の良好な住環境を維持するため、入居者等に必要な助言、指導等を行う。

特に次のような他の入居者への迷惑行為が発生した場合には、確実に指導等を実施する。 
①犬、猫、うさぎ、鳥、爬虫類等のペットを飼育すること（一時預かりも含む） 
②不正駐車（50cc 以上（2 種原付）のバイク駐輪も含む） 
③不法投棄 
④廊下やベランダなどに、火災時等の避難に支障を生じる物を置くこと 
⑥夜間、早朝などの騒音（テレビ、ラジオ、足音、音楽等） 
⑥共用部分（ベランダ含む）でのマナー違反（喫煙、吸殻を捨てること等） 

イ 必要に応じて注意喚起や指導のための文書を作成し、配布、掲示等により入居者に周知、啓

発等を行う。 
ウ 事業者は、入居者等へ実施した指導等について、受付日、受付内容、処理経過、処理方法等

の経緯などを記載した台帳を作成し、定期的に町に報告する。 
 

（2）入居者等からの相談、苦情、要望等の処理業務 
ア 事業者は、入居者等から相談、要望、苦情等を受けた場合は、必要に応じて現地調査を行い、

速やかに回答、指導等を実施することとし、案件を長期間留保しない。 
イ 事業者は、前項の回答、指導等を行うに際し、伝聞や苦情申立者の一方的な訴えのみで判断

することは厳に慎み、必要に応じて、苦情申立者以外の第三者から話を聞き事実関係の把握に

努め、中立的かつ客観的な立場に立って判断を行う。 
ウ 事業者は、入居者同士の騒音トラブルなど、本来は入居者間で解決する相談等についても、

双方の話をよく聞き、事業者としての立場から、助言、指導、仲裁など誠意を持って対応する。 
エ 事業者は、町営住宅内での生活上の決め事等、自治会等が管理、運営し処理すべき案件の相

談等についても、事業者としての立場から、助言、指導、仲裁等、積極的に対応をする。 
オ 事業者は、入居者等が全く指導に従わない等、処理困難な案件については、経過や意見、詳

細な資料を添付して町に報告し、町が決定する処理方針に従い適切に対応する。 
カ 事業者は、入居者等から町へ直接寄せられた相談、要望、苦情等について引き継ぎを受け、

町の指示に従い、適切に対応する。 
キ 事業者は、入居者等からの相談、苦情、要望等について、受付日、受付内容、処理経過、処

理方法等の経緯などを記載した台帳を作成し、定期的に町に報告する。 
ク 事業者は、周辺自治会、近隣住民等から町営住宅に関する相談、要望、苦情等があった場合

についても、前記ア～キに沿って対応する。 
ケ 事業者は、自らの業務時間及び連絡先について、入居者に対して確実に周知を行う。また、

変更があった場合においても同様とする。 
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（3）不正入居等に関する業務 
ア 事業者は、入居資格及び保管義務違反に関する事案が発生した場合は、速やかに町に報告、

協議を行い、町の指示に従い適切に対応する。 
イ 事業者は、入居者等から、長期不在、無断退去、不正入居等に関する連絡があった場合は、

現地確認及び関係者等へ聞き取り調査を行い、速やかに町に報告、協議を行い、町の指示に従

い適切に対応する。 
 

（4）入居者の安否確認に関する業務 
ア 初動業務 

事業者は、町営住宅の入居者について、近隣の入居者、民生委員、ライフライン関連（水道・

電気・ガス）の検針員、新聞配達員などから、異常通報（様子がおかしい、しばらく見ていな

いなど）があった場合は、関係者へ聞き取り調査を行い、状況が判明できなければ直ちに現場

に向かう。 
イ 現場確認業務 

事業者は、現地で電気メーターや新聞、郵便受けなどを確認するとともに、室内の状況を出

来る限り確認を行い、その状況を速やかに町に報告し、立ち入りの是非について町と協議する。 
ウ 安否確認のための立ち入り業務が、現場状況及び入居者の世帯状況など総合的に検討し、入

居者の安否確認のために立ち入りが必要だと判断した場合、事業者は、至急警察、開錠業者等

と連絡をとり、警察官立会いの上、破錠及び安否確認のための立ち入りを実施する。 
エ 関係部署との調整業務 

①入居者が室内で死亡していた場合、事業者は、警察が行う検死や搬送に立会い、鍵の所在を

確認する。 
②連帯保証人、親族、ケースワーカー（生活保護世帯の場合）等に連絡を行い、死亡届の提出、

遺骨や遺留金品の引き取り、部屋の片付け、明渡し手続、敷金の還付などの調整を行い、部屋

の明け渡しを実施させる。 
オ 安否情報の収集に関する業務 

町が、安否確認のための立ち入りを見送る判断をした場合、事業者は、通知文を差し入れ、

近隣住民に情報提供を求める等、継続的な情報収集及び現場確認について 1 週間を目安に実施

し、再度その時点で安否確認のための立ち入りを行うかの判断を町と協議する。 
 

（5）自治会等の運営支援業務 
ア 事業者は、自治会等の結成について、準備委員会の運営支援、自治会会則の作成等の事前準

備支援、自治会費・共益費の分担額の提示、集会所運営にかかる支援等、自治会等の結成支援

を行う。 
イ 事業者は、自治会等の結成後についても、運営方法に対する相談への対応など、継続的な運

営支援を行う。 
ウ 事業者は、管理組合、自治会及び入居者等の求めに応じて、総会や理事会等の会議に出席す

る。 
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（6）違法駐車に関する業務 
ア 事業者は、町営住宅敷地内に違法駐車が発生しないよう日常的に適正な管理を行うとともに、

発生した場合には、必要に応じて、自治会等及び警察と連携しその解消に努める。 
イ 事業者は、入居者等からの通報及び巡回業務時に違法駐車を発見した場合には、注意文など

で警告を行う。また、必要に応じて警察にナンバー照会等を行い、所有者を確認の上指導を行

う。 
（7）放置自転車に関する対策支援業務 

事業者は、自治会等から、放置自転車の相談を受けた場合、管理方法や撤去方法などについ

て自治会等を支援し、その解消に努める。 
 

8 町営住宅駐車場に関する業務 

事業者は、次の方法で駐車場の管理を行う。 
（1）駐車場台帳の整備 

ア 駐車場台帳を整備すること。 
イ 駐車場台帳は、常に最新の状態に保ち、駐車区画、駐車番号、使用者の部屋番号、使用車両

等が容易に検索、確認できるように整備すること。 
 

（2）事業者は、次に掲げる各種申請等に関する入居者等からの相談を受ける。また、必要に応じ

て、助言や指導等をするとともに、書類の受付を行う。 
ア 町営住宅駐車場使用申込書、町営住宅駐車場請書 
イ 自動車保管場所使用承諾証明申請書 
ウ 駐車場使用変更届 
エ 自動車保管場所変更承認申請書 
オ 駐車場明渡届 
カ 町営住宅駐車場使用料減免・徴収猶予申請書 
 

（3）駐車場の使用申込があった際に、空区画がない場合は、補欠登録を行い、空が生じたときに

申込者に連絡し、使用を開始させる。 
 

（4）駐車場が新たに設置された場合は、利用希望者を募り、申込者が設置台数を超えた場合には、

身体障害者を優先させ、その後、抽選で使用者を決定する。 
 

（5）駐車場の適正管理に関する業務 
ア 不正駐車対策を実施すること。 
イ 契約者のいない空区画については、不正駐車が行われないよう管理すること。 
ウ 入居者等からの通報及び巡回業務時に不正駐車を発見した場合は警告を行うこと。また、必

要に応じて警察にナンバー照会等を行い、所有者を確認の上指導を行うこと。 
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エ 不正駐車が入居者及びその関係者であると判明した場合は、自治会等と協力して、指導を行

うこと。 
オ 駐車場（町営住宅敷地内において、住棟から独立している場所に限る。）に関する中低木剪

定、除草作業は事業者の負担で行うこと。 
 

9 防火管理に関する業務 

（1）事業者は、消防法第 8 条第 1 項の規定に基づき、防火管理者を選任し各町営住宅に配置する。 
 

（2）事業者は、共同防火管理を行う必要のある建物等について、当該建物等の事業所の管理権限

者と協議を行った上、必要に応じて、統括防火管理者を配置する。 
 

（3）事業者は、消防法及び関係法令等に定められた防火管理業務を行う。 
 

（4）事業者は、防火管理選任（解任）届出書を作成し、管轄の消防署に提出をする。防火管理者

等に変更があった場合も同様とする。 
 

（5）事業者は、消防計画書を作成し、管轄の消防署に提出する。消防計画に変更があった場合も

同様とする。 
 

（6）消防署の立ち入り検査立ち会い及び消防署への連絡調整を行う。その際、改善指導があった

場合は、必要な措置を講じるとともに、町に報告する。 
 

（7）事業者は、消防法及び関連法令等に基づき、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な消防

用設備等（特殊消防用設備等）点検、防火対象物点検等を実施し、管轄の消防署に報告する。 
ア 消防法第 17 条の 3 の 3 及び同法施行規則第 31 条の 6 に基づく消防用設備等点検及び報告 

① 機能点検：年 1 回 
② 機能点検、総合点検：年 1 回 
③ 管轄消防署への報告：3 年に 1 回 
イ 消防法第 8条の２の２及び同法施行規則第４条の２の４に基づく防火対象物点検及び報告 
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Ⅳ 施設保守管理業務及び修繕業務 
 

1 共通事項 

（1）事業者は、施設保守管理業務及び修繕業務等について、予算の効率的かつ効果的な執行に努

めるとともに、最少の経費で最大の効果を発揮する方法により実施する。 
 

（2）事業者は、施設保守管理業務及び修繕業務等を委託する場合は、町内事業者※及び契約課が

作成する小規模修繕業者名簿に登録されている業者（以下「町内事業者等」という。）を優先的

に活用する。 
 

（3）事業者は、施設保守管理業務及び修繕業務等を委託する場合は、地域性を考慮し、特定の者

に偏らないよう努める。 
※ 町内事業者とは町内業者（町内に本店を有する者）、又は準町内業者（町内に支店・営業所・

事業所等を有する者）をいう。 
 

2 施設保守管理業務 

（1）町営住宅の施設について、事故や機器等の故障を未然に防ぎ、入居者の日常生活に支障をき

たすことがないように、関係法令等に基づき、日常的及び定期的に検査、点検、保守、整備、

清掃等の維持管理を行う。 
 

（2）定期点検の結果等については、速やかに報告書を作成し、原則、作業月の翌月に提出する「実

績報告書」で報告するものと。 
（3）検査、点検、保守等の実施に際して、法令等に定めがある場合には有資格者を、それ以外の

場合でも相当の知識及び経験を有するものに従事させる。 
 

（4）事業者は、次年度の保守管理計画の提案を行い、町と調整のうえ、毎年 10 月に提出する事

業計画書に反映するものとする。 
 

（5）施設保守管理業務は、以下のとおりとし、各業務仕様書（別紙 1～16）に基づき、関係法令

等を遵守した上で実施する。 
ア 給水施設検査（法定検査）業務 
イ 受水槽清掃業務 
ウ 水質検査業務 
エ 給水装置保守点検業務 
オ 給水施設保守点検業務 
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カ 排水管清掃業務 
キ 浄化槽維持管理業務 
ク 需要設備等保守点検業務 
ケ 排水ポンプ保守点検業務 
コ 児童遊具保守点検業務 
サ 緊急通報装置設置保守点検業務 
シ 除草業務 
ス 樹木剪定業務 
セ 施設清掃業務 
ソ 害虫駆除業務 
タ 築基準法第 12 条に基づく定期点検業務 
 

3 修繕業務 

（1）修繕の種類 
ア 一般修繕 

①町営住宅の構造物、施設及び設備等について、機能回復及び安全確保等を講じるために要す

る修繕を言う。 
②1 件あたりの修繕費が 30 万円（税込）以上の修繕については、原則、3 者以上の見積書お

よび必要書類を添付の上、町に一般修繕承認申請書を提出し、事前に承認を得てから施工す

る。 
③1 件あたりの修繕費が 30 万円（税込）未満の修繕については、事業者の判断により、予算

の範囲内で計画的に実施する。ただし、過去に実績がない修繕や施工方法に調整が必要な場

合には、必要に応じて町に確認を行うものとする。 
④事業者は、現地確認、修繕方法の検討、執行から監理、検査及び代金支払までの一切を行う。 

イ 空家修繕 
①登録空家住戸について、新しい入居者に提供を行う上で、実用上支障のない状態に回復させ

るために要する修繕を言う。 
②町が指示した、登録空家住戸のみ対象とする。 
③事業者は、現地確認、修繕方法の検討、執行から監理、検査及び代金支払までの一切を行う。 
 

（2）修繕業務の内容と手順 
ア 一般修繕 

①事業者は、入居者等からの修繕に関する相談に対応する。修繕箇所や現在の状況等を詳細に

聞き取る。 
②事業者は、現地調査を行った上で、「資料 2 修繕負担区分一覧」に基づき、町が負担すべ

き修繕であり、それが日常生活に支障がある場合は、速やかに修繕を実施する。 
③事業者は、入居者等が負担すべき修繕（修繕等の発生原因が入居者等の故意または過失によ
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るものを含む。）については、入居者等にその旨を説明し、速やかに修繕を行うよう指導す

る。 
④「資料 2 修繕負担区分一覧」で定める内容に疑義がある場合や、定めのない事例が生じた

場合は、町と事業者が協議の上、決定するものとする。 
⑤事業者は、修繕の実施及び修繕方法について、破損状況や劣化の程度により、安全性、耐久

性及び機能性等を考慮し、最少の経費で最大の効果を発揮する方法により実施する。 
⑥事業者は、修繕の時期について、当該修繕依頼を行った者と日時等の調整を行った上で、他

の入居者への影響も配慮して実施する。 
⑦町営住宅の共用部分において、故意の悪戯や損壊の被害を発見又は通報があった場合、事業

者は、速やかに警察へ被害届を提出するとともに町へ報告する。修繕については、町や自治

会等と調整の上、緊急性、機能性及び経費面などを考慮し、修繕時期や方法を決定する。 
⑧事業者は、必要に応じて他の入居者及び自治会等に修繕の内容及び時期を周知する。 

イ 空家修繕 
①事業者は、登録空家住戸の状況について、住宅の場所、部屋タイプ、修繕費などを整理し、

町へ直近の入居者募集で提供する住戸の提案を行う。 
②町は、事業者の提案に基づき募集住戸の決定を行う。事業者は、町の指示に従い、空家修繕

を実施する。 
③事業者は、修繕方法について、当該町営住宅の築年数や室内の状況などを念頭に、安全性、

耐久性及び機能性等を考慮し、最少の経費で最大の効果を発揮する方法により実施する。 
④事業者は、空家修繕を行う際、網戸のない住戸については、設置可否を確認の上、可能であ

る場合には設置する。 
⑤事業者は、必要に応じて他の入居者及び自治会等に修繕の内容及び時期を周知する。 
 

（3）修繕業務の請求に関する留意事項 
ア 事業者は、修繕の請求を行う前に、毎月分の修繕実績について、修繕実績報告書を翌月 10 日

までに町に提出する。 
イ 修繕実績報告書には、各修繕ごとに次の書類を添付する。 

①修繕一覧表 
発生日、施工日、修繕内容、金額、施工業者等の修繕状況を記入 

②修繕内訳書 
修繕一覧表の金額に対する、材料、作業費、処分費等の内訳を示す書類 

③実施した修繕箇所の全てについて明瞭に確認ができる現場写真 
・対象住戸の部屋番号がわかる写真 
・修繕箇所の施行前・施工中・施工後の写真 
・部品交換等が発生した場合には新旧部品の写真 

ウ 修繕実績報告書で修繕状況が確認できないものについては、町は修繕費の支払を行わないも

のとする。 
エ 修繕費については、実際に建具や機器等の交換、修理等を実施し、修繕実績報告書の提出が
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あったもののみ支払いを行うものとし、現場確認、点検、設定のみの場合には、町は修繕費の

支払は行わないものとする。 
オ 本町では標準単価表を採用しており、標準単価表に掲載されている修繕について、事業者は、

掲載単価以下の修繕費での請求を行うものとする。 
カ 標準単価表に掲載されていない修繕についても、過去に修繕を実施した際の費用を基に確認

を行い、事業者から請求された修繕費が妥当でないと町が判断した場合には、町は指導及び査

定を行う場合がある。 
キ 事業者は、毎年度 4 月末までに、新年度に適用する標準単価表の案を提示し、町と協議する

こと。その際、市場価格などを参考に、定例的な修繕の追加や大量発注による単価の引き下げ

等、事務効率と経費の節減に努めるものとする。 
 

（4）営利事業について 
ア 事業者は、修繕負担区分が入居者や自治会等に係る修繕について依頼があった場合には、修

繕を請け負うことができることとする。 
イ 事業者は、入居者や自治会等からの修繕を請け負う場合は、事業者としての信用、信頼を損

ねるような対応は厳に慎む。 
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Ⅴ 別紙資料 
 
別紙 1   給水施設検査（法定検査）業務仕様書 
別紙 2   受水槽清掃業務仕様書 
別紙 3   水質検査業務仕様書 
別紙 4   給水装置保守点検業務仕様書 
別紙 5     給水施設保守点検業務仕様書 
別紙 6     給水施設点検票 
別紙 7     排水管清掃業務仕様書 
別紙 8     浄化槽維持管理業務仕様書 
別紙 9     需要設備等保守点検業務仕様書 
別紙 10    排水ポンプ保守点検業務仕様書 
別紙 11    児童遊具保守点検業務仕様書 
別紙 12    緊急通報装置保守点検業務仕様書 
別紙 13    除草業務仕様書 
別紙 14    樹木剪定業務仕様書 
別紙 15    害虫駆除業務仕様書 
別紙 16    建築基準法第 12 条に基づく定期点検業務仕様書 
別紙 17   空家住宅修繕共通仕様書 
別紙 18    モニタリングマニュアル 


